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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
新
た
な
実
施
機
関
の
公
募
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

企
業
主
導
型
保
育
事
業
を
行
う
者
に
対
し
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
を
補
助
す
る
事
業
の
実
施
主
体
と
な
る
団
体
（
以

下
「
実
施
機
関
」
と
い
う
。
）
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
実
施
機
関
の
公
募
に
応
じ
た
者
（
以
下
「
応
募
団
体
」
と
い
う
。
）

が
「
企
業
主
導
型
保
育
事
業
費
補
助
金
（
間
接
補
助
金
）
に
係
る
補
助
事
業
者
（
実
施
機
関
）
の
公
募
に
つ
い
て
（
公
募
要

項
）
」
（
令
和
元
年
十
月
一
日
内
閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
作
成
。
以
下
「
公
募
要
項
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い

る
基
本
要
件
を
備
え
て
い
る
か
等
に
つ
い
て
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
点
検
・
評
価
委
員
会
（
以
下
「
点
検
・
評
価
委
員
会
」

と
い
う
。
）
に
お
い
て
審
査
を
行
い
、
内
閣
府
に
お
い
て
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
お
尋
ね
の
「
児
童
育
成
協
会
に
は

応
募
資
格
が
な
い
の
で
は
な
い
か
」
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
が
当
該
審
査
の
終
了
前
に
こ
れ
を
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
点

検
・
評
価
委
員
会
に
お
け
る
率
直
な
意
見
の
交
換
が
不
当
に
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は

差
し
控
え
た
い
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
実
地
調
査
」
は
、
内
閣
府
に
置
か
れ
た
「
児
童
育
成
協
会
の
企
業
主
導
型
保
育
事
業
に
関
す
る
調
査



 

２ 

 

チ
ー
ム
」
に
お
い
て
、
実
施
機
関
の
公
募
・
選
定
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
、
現
行
の
実
施
機
関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
児

童
育
成
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
の
業
務
運
営
上
の
課
題
に
関
す
る
実
地
調
査
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

実
施
機
関
の
審
査
は
、
点
検
・
評
価
委
員
会
に
お
い
て
、
実
地
調
査
結
果
で
は
な
く
応
募
団
体
が
提
出
し
た
書
類
等
に
基
づ

き
評
価
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
「
実
地
調
査
自
体
が
、
児
童
育
成
協
会
に
対
す
る
便
宜
供
与
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
」
と

の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。 

三
及
び
五
に
つ
い
て 

 
 

企
業
主
導
型
保
育
事
業
は
単
年
度
の
事
業
で
あ
り
、
実
施
機
関
が
行
う
当
該
事
業
の
実
施
期
間
は
公
募
要
項
に
お
い
て
、

「
令
和
元
年
（
契
約
締
結
日
）
か
ら
令
和
六
年
三
月
末
ま
で
の
五
か
年
を
基
本
（
た
だ
し
、
国
の
財
政
事
情
等
に
よ
り
こ
れ

を
必
ず
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
内
閣
府
が
設
置
す
る
「
点
検
・
評
価
委
員
会
（
仮
称
）
」
に
お

い
て
、
毎
年
度
の
中
頃
及
び
年
度
末
に
内
閣
府
に
対
し
報
告
す
る
当
年
度
の
事
業
実
施
状
況
の
進
捗
等
か
ら
事
業
の
円
滑
な

遂
行
が
困
難
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
」
と
た
だ
し
書
を
含
め
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
国

会
を
軽
視
、
無
視
し
て
い
る
」
及
び
「
財
政
規
律
も
無
視
し
て
い
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。 

四
に
つ
い
て 



 

３ 

 

 
 

お
尋
ね
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
公
募
要
項
に
お
い

て
は
、
応
募
団
体
が
具
体
的
な
事
業
実
施
計
画
等
を
作
成
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
助
成
決
定

施
設
数
及
び
令
和
二
年
度
末
ま
で
に
約
二
万
人
分
の
企
業
主
導
型
保
育
の
受
皿
を
確
保
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
旨
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
公
募
要
項
に
お
け
る
「
保
育
安
全
研
修
事
業
や
子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
等
、
現
在
の
実
施
機
関
で
あ
る
公
益

財
団
法
人
児
童
育
成
協
会
が
令
和
元
年
度
末
ま
で
の
間
委
託
契
約
し
て
い
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
と
協
議
の
上
、
必

要
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
た
実
施
機
関
が
引
き
継
ぐ
。
」
と
の
記
載
は
、
協
会
以
外
の
応
募
団
体
が
実
施
機
関
と
な
っ
た
場
合

に
当
該
業
務
の
実
施
に
混
乱
を
来
さ
な
い
よ
う
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
業
務
を
引
き
継
ぐ
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
児

童
育
成
協
会
以
外
の
応
募
団
体
を
事
実
上
拒
否
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
ず
、
ま
た
、
現
時
点
に

お
い
て
、
当
該
記
載
を
削
除
す
べ
き
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

七
及
び
八
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
採
点
基
準
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日
に
点
検
・
評
価
委
員
会
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た



 

４ 

 

「
企
業
主
導
型
保
育
助
成
事
業
実
施
機
関
選
定
要
領
」
を
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

九
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
質
問
と
回
答
」
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
に
お
い
て
、
質
問
者
が
協
会
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
微
な
事

実
関
係
に
関
す
る
問
合
せ
を
除
き
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
「
企
業
主
導
型
保
育
事
業
費
補
助
金
に
係
る
補
助
事
業

者
（
実
施
機
関
）
の
公
募
に
関
す
る
Ｆ
Ａ
Ｑ
」
（
以
下
「
公
募
に
関
す
る
Ｆ
Ａ
Ｑ
」
と
い
う
。
）
と
し
て
公
表
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。 

十
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
実
施
機
関
を
決
定
す
る
目
途
」
に
つ
い
て
は
、
公
募
に
関
す
る
Ｆ
Ａ
Ｑ
に
お
い
て
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
ま
た
、
実
施
機
関
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
応
募
団
体
が
公
募
要
項
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
助
成
事
業
を
的
確
に
遂
行

す
る
に
足
る
組
織
、
人
員
を
有
し
て
い
る
こ
と
」
を
含
め
た
基
本
要
件
を
備
え
て
い
る
か
等
に
つ
い
て
、
点
検
・
評
価
委
員

会
に
お
い
て
審
査
を
行
い
、
内
閣
府
に
お
い
て
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
児
童
育
成
協
会
の
再
採
択
あ
り

き
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。 


